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１ 招 集 日 時   令和３年１１月２２日（月）午前１０時開会 

２ 招 集 場 所   分館 中会議室 

３ 出 席 委 員   宇田川勝委員 関根秀子委員 髙橋裕委員  

根本孝英委員 牧則子委員 山田進司委員  

４ 欠 席 委 員   石川浩之委員 佐藤昭宏委員 神かほる委員 

            吉野寿美委員 

５ 出席事務局職員   三澤健康福祉部長 本庄国保年金課長 

事務局 望月主査長  

山本主任 澤井主任 

６ 公開／非公開の別  公開 

７ 傍聴人       ０名 

８ 会議に関する事項 

一 開 会 

１ 資料確認 

二 議事 

１ 令和２年度国民健康保険事業特別会計決算について 

２ 我孫子市健康福祉総合計画推進協議会委員の選任について 

３ その他 

三 閉会 
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午前１０時０１分開会 

 

一 開 会 

 

○事務局 定刻となりましたので始めさせていただきます。 

 本日は大変お忙しい中、御出席頂きましてありがとうございます。また、皆様方には、

日頃から国民健康保険事業の運営につきまして、御理解と御協力を頂き、心より感謝申し

上げます。 

 本日、司会を務めさせていただきます野口です。どうぞよろしくお願いします。 

 これより令和３年度第１回我孫子市国民健康保険運営協議会を開催させていただきます。 

 

資料確認 

 

○事務局 我孫子市国民健康保険条例施行規則第８条の規定で、本会議は委員の半数以上

の出席をもって成立となります。 

 本日は１０名の委員のうち６名の出席がございますので、会議は成立しておりますこと

を御報告させていただきます。 

 本日、お集まり頂きましたのは、「令和２年度度国民健康保険事業特別会計決算につい

て」、「我孫子市福祉総合計画推進協議会委員の選任について」につきまして、委員の皆様

に御報告、御説明をするとともに、御意見を頂きたいと考えております。本日は、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

 次に、会議を始めるに当たり、本日の資料を確認させていただきます。 

 初めに、先日、委員の皆様にお送りした資料といたしまして、会議次第、資料№１「令

和２年度国民健康保険事業特別会計決算について」、資料№２「我孫子市福祉総合計画推

進協議会委員の推薦について（依頼）」。 

 次に、本日机の上に配付いたしました資料として、協議資料ではありませんが、「令和

３年度我孫子市国民健康保険事業概要（令和２年度実績）」を配付させていただきました

ので御確認をお願いいたします。 

 もう一つ、ページ番号３の１枚の資料は、資料№１の３ページに訂正がありますので、
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差し替えをお願いします。３ページの４番、「国民健康保険税収納状況」となっています

が、この金額は一般分のみであり還付未済額控除後のものあることから、説明を追加し、

訂正しています。 

 資料のない方がいらっしゃいましたら、事務局で用意しておりますので、お申し出くだ

さい。よろしいでしょうか。 

 

委嘱状交付 

 

○事務局 それでは、会議を始めさせていただきます前に、人事異動により新たに委員に

なられました、ちば東葛農業組合の山田様へ委嘱状の交付を三澤部長からお願いいたしま

す。 

山田様、三澤部長、前へお願いします。 

（委嘱状交付） 

○事務局 また、今年度４月の人事異動により、新たに担当となった職員を紹介させてい

ただきます。 

給付担当主査長として望月が配属となりました。よろしくお願いします。 

○事務局 給付担当の望月と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 なお、本日は、我孫子医師会の佐藤様、我孫子市歯科医師会の石川様、公立学

校共済組合の神様、保険医代表の吉野様の４名が欠席との連絡がございました。 

 以上につきまして御報告させていただきます。 

 開会に当たりまして、健康福祉部長の三澤から挨拶させていただきます。 

○事務局 皆さん、おはようございます。前任の松谷部長の後、この４月から健康福祉部

長となりました三澤と申します。よろしくお願いいたします。 

本日はお忙しい中、お集まり頂きどうもありがとうございます。また、日頃から本市の

国民健康保険事業に多大なる御尽力を頂くとともに、市政全般にわたり、御理解、御協力

を賜りまして、厚くお礼申し上げます。 

昨年度は、コロナウイルス感染症の影響により受診控えがあったことから、総体的に医

療費は下がっていますが、国保の構造的な問題である高齢者の加入割合が非常に高いこと

や、がんなどの治療による高度な治療の保険適用が増えたことなども影響し、１人当たり

の医療費は依然として高い状態が続いています。 
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特定健診の受診率の向上や保険者努力支援制度の重点項目である生活習慣病の予防事業、

糖尿病重症化予防事業に取り組むことにより、医療費の適正化と健全な国保財政の運営に

努めてまいりますので、今後とも御指導のほどよろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては、十分審議していただき御意見を頂きますよう、よろしく

お願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。 

それでは、議事に移ります。 

我孫子市国民健康保険施行規則第６条により、会議の議長は会長が当たることとなって

おります。これより会長に議事進行をお願いいたします。 

 

二 議 事 

１．令和２度国民健康保険事業特別会計決算について 

 

○会長 改めまして、おはようございます。よろしくお願いいたします。 

ただいま事務局より、本日の会議は定足数を満たしており、会議は成立しているとの報

告がありましたので、これより令和３年度第１回我孫子市国民健康保険運営協議会を開催

いたします。 

 早速ですが、次第に沿って議事を進めさせていただきます。ぜひ会議が円滑に行えます

よう、皆様の御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題１「令和２年度国民健康保険事業特別会計決算について」につきまして、

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 給付担当の望月です。 

本題に入る前に、我孫子市国民健康保険の動向等を御理解いただくため、直近５年の主

要指標の推移について説明します。申し訳ございませんが、着座にて説明させていただき

ます。 

 さきに送らせていただいた資料のうち、資料№１「令和２年度国民健康保険事業特別会

計決算について｣という資料の４ページをお開きください。 

 初めに、被保険者数と医療費総額の関係とその推移について説明します。 

 表の上にある濃い線は被保険者数、下にある薄い線は世帯数を表しています。被保険者

数及び世帯数ともに減少傾向にあります。これは後期高齢者医療への移行や平成２８年１
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０月からの被用者保険の適用拡大が要因と考えられます。 

 ５ページを御覧ください。棒グラフの薄い棒が一般被保険者数、濃い棒が退職被保険者

等数、折れ線グラフは総被保険者数に対する６５歳以上７５歳未満である前期高齢者の割

合を表しています。被保険者数の総数が減少している一方で、前期高齢者の割合が増加し

ています。これは少子高齢化や平成２８年１０月からの被用者保険の適用拡大により、働

き手である年代が減少したことが要因と考えられます。 

 なお、退職者医療制度は平成２７年３月末に廃止されており、経過措置により年々対象

者が減少し、令和２年度は０人となりました。 

 ６ページをお開きください。棒グラフが療養諸費、折れ線グラフは１人当たりの療養諸

費を表しています。 

なお、ここで言う療養諸費は、医療機関や薬局などの窓口で患者さん自身が支払った分

を除いた費用等になります。令和２年度は、療養諸費、１人当たりの療養諸費は、ともに

減少しています。これは新型コロナウイルス感染症拡大による受診控えが要因と考えられ

ます。 

 ７ページを御覧ください。折れ線グラフのマーカーが、｢●｣が全体、｢▲｣が前期高齢者、

｢■｣が６５歳未満の１人当たりの医療費を表しています。 

なお、ここで言う医療費は、さきに説明した療養諸費とは一致しません。本来であれば

同じ療養諸費の値でお示しするべきところですが、年齢別の支出額を把握することができ

ないため、近似値となる事業年報の医療給付の値を使用しています。このため傾向は把握

できると考えています。こちらにつきましても、６ページの療養諸費と同様、減少してい

ます。 

前期高齢者の１人当たりの医療費は減少していますが、高額な傾向にあります。これは

高齢化や医療の高度化が要因と考えられます。被保険者数が年々減少しており、前期高齢

者の１人当たりの医療費も減少したため、医療費総額も緩やかに減少となりました。 

 ８ページをお開きください。現年収納額と収納率の推移ですが、被保険者数の減少に伴

い収納額は減少傾向にありますが、収納率は増加傾向にあります。この収納率の高さは、

滞納整理の着手に努めるとともに、財産調査とそれに基づく滞納処分の積極的な推進に取

り組んだ結果です。 

 なお、平成３１年度に収納率が低下した要因としては、例年４月、５月に実施している

９期、１０期の督促状の発送を、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出さ
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れたことを考慮して次年度へ延期したことが大きな要因であると考えられます。 

 それでは本題の令和２年度国民健康保険事業特別会計決算について説明します。 

なお、令和２年度国民健康保険事業特別会計の決算については、監査委員及び市議会の

承認を得ていることを御報告いたします。 

 初めに、決算総額です。１ページをお開きください。 

 まず、歳入の決算額は、表の一番下の行の左から５列目に記載のとおり、１１５億４，

９３８万２，３５０円、対前年度比は同じ行の一番右の列に記載のとおり、４．５％の減

となりました。 

 続きまして、２ページをお開きください。 

 歳出の決算額は、上の表の一番下の行の左から４列目に記載のとおり、１１４億７，９

３８３万３，１０３円、対前年度比は同じ行の一番右の列に記載のとおり、４．７％の減

となりました。 

 歳入歳出差引額は、下の表に記載の一番下の行の左から４列目のとおり、６，９９９万

９，２４７円、前年度比は１，５７５万８，３０５円、２９．１％増加しました。これが

令和２年度の国民健康保険事業全体の決算総額の状況です。被保険者数の減少に伴い、歳

入歳出ともに減少しています。 

 続きまして、歳入の説明です。１ページ目にお戻りください。 

 歳入を構成する各科目の状況について、主なものを説明します。なお、表の左から５列

目にあります「決算額」の欄を中心に説明します。 

 まず、科目の一番上、保険税です。上から３行目の「保険税（計）」のとおり、決算額

は前年度に比べ１億９４万４，４１７円減少し、２５億１，０１２万６，０５０円となり

ました。 

 ここで３ページをお開きください。一番下の表「４ 国民健康保険税収納状況」のとお

り、２年度の収納率につきましては、現年度分が９３．４４％、過年度、要するに滞納繰

越分が１８．５９％となり、前年度比で、現年度分については０．６６ポイントの増加、

過年度分については０．８４ポイントの減少となりました。 

なお、合計では７４．９７％となり、前年度比で１．２７ポイントの増加となりました。

平成３１年度はコロナウイルス感染症の影響により督促できない時期があったことから、

収納率が下がりました。令和２年度は滞納整理及び滞納処分を通常どおり行ったことによ

り、収納率も例年並みに回復しました。 
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 それでは、１ページ目にお戻りください。決算額の右隣の列、保険税の「不納欠損額」

は地方税法第１８条の規定に基づく時効等の事由により欠損処分をしたものになります。

「保険税（計）」の不納欠損は８，４４７万３，７１６円で、前年度に比べ１億９４万４，

４１７円の減少となりました。これは、財産調査等に基づき生活窮迫や財産及び所在不明

による執行停止を行ったことにより、執行停止３年を経過した不納欠損が減少したもので

す。 

 次は、下に行きまして国庫支出金です。社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、

保健医療機関等が医療保険の資格確認等をオンラインで確認できるオンライン資格システ

ムの運用開始に向けたシステム改修費用の補助金で、決算額は合計で３９３万９，０００

円となりました。 

 次に、１つ飛びまして国民健康保険災害等臨時特例補助金です。新型コロナウイルス感

染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対して免除を行った保険税についての国

からの交付金で、決算額は１，１７７万４，０００円となりました。 

次は、県支出金です。保険給付費等交付金（普通交付金）は、市が保険給付費に要した

費用に対して交付される交付金で、決算額は７８億５８８万５，６３７円となりました。 

 その下の保険給付費等交付金（特別交付金）は、市町村の特別の事情に応じて交付され

る保険者努力支援制度分、特別調整交付金分、都道府県繰入金の２号繰入金分、特定健康

診査等負担金分を合わせた交付金で、決算額は１億７，３６４万８，０００円となりまし

た。 

 下に行きまして、次は繰入金です。これは市の一般会計から国保特別会計への繰入金で

す。一番大きなものは保険基盤安定繰入金で、保険者支援分、保険税軽減分があり、一般

会計で受け入れた国、県からの交付金を主な原資としています。決算額は前年度に比べ１

億９４０万９，６２１円増加し、９億５，７８４万１，３２９円となりました。 

 次は、繰越金です。繰越金については、平成３１年度の決算に伴う歳入歳出の差引残額

の５，４２４万９４２円を令和２年度に繰り越しました。 

 最後に、諸収入です。これは保険税の延滞金や交通事故で生じた医療費を加害者に請求

し納付された第三者納付金などで、決算額は前年度に比べ７５７万１，９１３円減少して

３，１８９万４，２６５円となりました。 

 不納欠損は１４万３，０２８円となりました。これは被保険者であった方が我孫子市の

国民健康保険の資格がない時期に医療保険にかかったときの医療費の保険者負担分に係る
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もので、発生から５年を経過した債権を時効により不納欠損としたものです。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 続きまして、歳出の説明です。２ページをお開きください。歳出を構成する各科目の状

況について、主なものを説明します。 

 まず、科目の一番上、総務費は、職員の人件費、窓口業務の委託料、保険給付や保険税

の賦課・徴収に係る事務に要した経費です。決算額は、総務費（計）のとおり、前年度に

比べ２５６万９，５０７円減少し、２億２８３万４，６２０円となりました。 

 下に行きまして、次は保険給付費です。いずれも一般被保険者分と退職被保険者等分を

合計した額になります。 

 一番上の療責諸費は、医療機関や薬局などの窓口で患者さん自身が支払った分を除いた

費用と考えていただければと思います。加えて、接骨院でかかった費用や、医師の指示に

基づいて、はり・きゅう・マッサージを受けたり、治療用装具としてコルセットなどを購

入した方への給付や、国保連合会に委託している診療報酬の審査支払事務の手数料が含ま

れています。決算額は前年度に比べ４億７，７７７万１，７５７円減少し、６８億３，２

７２万７，７７８円となりました。なお、歳出に占める割合は約５９．５％でした。 

 次は、高額療養費です。高額療養費制度は、暦の１か月の中で限度額を超えて医療機関

等の窓口でお金を支払った場合に、その差額を支給するものです。決算額は前年度に比べ

５１０万８，１７６円減少し、９億７，８７０万５，３１４円となりました。 

 次に、出産育児諸費です。出産育児一時金として被保険者にお子さんが生まれたときに

４２万円を支給するものです。決算額は前年度に比べ５４４万７７４円減少して、２，５

１１万８，５５１円となりました。 

 次に、葬祭諸費です。被保険者がお亡くなりになったときに、喪主の方などに５万円を

支給するものです。決算額は前年度に比べ１２０万円増加し、９６５万円となりました。 

 次に、傷病手当金です。被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または

発熱等の症状があり、新型コロナウイルスの感染が疑われ、労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日から労務に就くことを予定した日について支給す

るもので、決算額は３６万２，２３２円となりました。 

次に、事業費納付金です。医療給付費分は、県が保険給付費の推計を基に、保険料収納

必要総額を算出し、当該総額を医療費水準及び所得水準に応じて県内の各市町村に納付金

として割り当てられた額となります。決算額は２２億８，５３５万２，１０１円となりま
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した。 

 後期高齢者支援金等分は、県が後期高齢者支援金の推計を基に、保険料収納必要総額を

算出し、当該総額を所得水準に応じて県内の各市町村に納付金として割り当てられた額と

なります。決算額は７億２，９６５万５，１５５円となりました。 

 介護納付金分は、県が介護納付金の推計を基に、保険料収納必要総額を算出し、当該総

額を所得水準に応じて都道府県内の各市町村に納付金として割り当てられた額となります。

決算額は２億６，２４１万５，７６３円となりました。 

 下に行きまして、次は保健事業費です。これは我孫子市が実施している短期人間ドック

事業、糖尿病性腎症重症化予防事業、はり・きゅう・マッサージへの助成事業などに係る

費用で、決算額は前年度に比べ５１３万９，３９７円減少し、４，２０１万１，１９６円

となりました。 

 下に行きまして、諸支出金です。償還金及び還付加算金は、国保の資格を喪失した方の

納め過ぎた保険税を還付するもの及び前年度の国・県支出金などの精算により返還金が生

じた場合に支出するものです。決算額は前年度に比べて８６万４，８１１円減少して、２，

８５９万２，３２２円となりました。 

 最後に、一般会計繰出金です。特定健診や特定保健指導については健康づくり支援課に

執行委任しており、そのための経費を一般会計へ繰り出すもので、決算額は前年度に比べ

て３１９万４，４４５円減少し、８，１９５万６，４５１円となりました。 

 なお、３ページには我孫子市国民健康保険事業の状況を記載させていただきました。参

考に御覧ください。 

 以上で「令和２年度国民健康保険事業特別会計決算について」、説明を終わります。 

○会長 ただいま｢令和２年度国民健康保険事業特別会計決算について｣の説明が終わりま

した。 

 これより質疑応答に移らせていただきます。なお、一問一答の形式を取らせていただき

ますので、御協力をお願いいたします。 

 それでは御質問のある方は挙手をお願いいたします。 

○委員１ １ページの歳入なのですけれども、中段の国庫支出金のところで社会保障・税

番号制度システム整備費補助金がありますけれども、これは先ほど説明がありましたよう

に、医療機関の窓口においてマイナンバーカード・国民健康保険証を用いたオンラインの

資格承認ができるようにシステムを改修する経費として３９３万９，０００円の国庫補助
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金が交付されたということですが、これについては１０月１日からマイナンバーカードの

本格的運用が開始されているようですし、また先日も健康保険証としての利用登録をする

とマイナポイントがもらえるとか、そういった閣議決定がされたようですけれども、これ

によって我孫子市として、あるいは国保年金課として、何か影響というものは出てきてい

るのでしょうか。 

○会長 ただいまの件について、事務局はいかがでしょうか。 

○事務局 マイナンバーですけれども、市のほうでの影響ということで、マイナンバーカ

ードを病院の窓口で提示することで情報連携ができるということで、お医者さんのほうで

は医療情報であるとか、そういったものがマイナンバーを利用することで情報が得られる

ということがあるのですけれども、市のほうとしましては、それによって医療費の過誤調

整の業務が軽減されるだろうという前提で事務を進めているわけですが、今回のところ、

マイナンバーのそういった利点がなかなか感じ取れないような状況となっているところで

ございます。これから病院のほうでの普及が進んでくるにつれて、そういったところの利

点が市のほうの事務に生かされてくるのではないのかなというようなことで期待はしてい

るところでございます。 

○会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

○委員１ 現在、市内の医療機関、薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として

利用できるところはどのくらいあるのでしょうか。 

○会長 お願いいたします。 

○事務局 給付担当の山本と申します。回答いたします。 

１１月７日現在のデータになりますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用で

きる市内の医療機関等につきましては９つとなっております。そのうち病院等につきまし

ては２つ、歯医者につきましては１か所、薬局につきまして残りの６か所という形になっ

ております。以上です。 

○委員１ 分かりました。現在、健康保険証として利用できる医療機関が全体で９つとい

うことで、ちょっと少ないかなと思いますけれども、国のほうがこの事業を推進していま

して、令和５年３月までにほとんどの医療機関が利用できるようにしたいとかいったよう

な話も聞きますけれども、今後マイナンバーカードが普及していくことになると、今、被

保険者証を使っているということになりますが、それの発行が減っていくとか、あるいは

全員に発行しなくなるといったようなことで、将来的には全く被保険者証を使わないよと
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いったようなことになるのかなとも思いますけれども、将来的に被保険者証を廃止すると

か、そういった予定というものはあるのでしょうか。 

○事務局 お答えいたします。 

今のところ普及状況が、まだかなり低い状況でございます。１００％に近い水準までこ

れが伸びないと、病院様のほうに提示するものがマイナンバーでは確認が取れないという

状態になってしまいますので、当面は保険証の発行は続けていかなければいけないと考え

ているところでございます。見通しにつきましては、まだついてはおりませんけれども、

目指すところはマイナンバーカードで受診していただくというところだと考えております。

以上です。 

○委員１ 分かりました。ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございます。 

それでは、ほかに御質問等はございませんでしょうか。 

○委員１ 同じく１ページの中段、先ほどの国庫支出金のところですけれども、国民健康

保険災害等臨時特例補助金がありますが、新型コロナウイルス感染症対応による保険税減

免をしたということで、減免額の１０分の６相当に要した経費ですかね。それについて交

付される補助金ということですけれども、この減免の対象となった方というのは、どうい

う方を対象としていたのでしょうか。また、減免の対象となった人数がどれだけいて、そ

のうち何人が申請して承認されたのか。減免した額の最高額はどれぐらいの減免をしてい

るのか、平均すると１人当たりどのぐらいの減免額になっているのかといった詳細を教え

ていただければと思います。 

○会長 事務局からお願いします。 

○事務局 まず、このコロナの保険税の減免の対象者をお知らせします。１、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または傷病を負った場

合。２、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次の１～３

全てに該当する場合ということで、１が世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれか

の減少額が（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）前年の当該事

業収入等の額の３０％以上であること。２として、世帯の主たる生計維持者の前年の総所

得金額が１，０００万円以下であること。３、主たる生計維持者の減少する事業収入等以

外の前年所得額が４００万円以下であることがあります。１の死亡とか重篤な傷病を負っ

た場合に該当する場合は全額が免除となります。２として、先ほどの死亡、重篤以外の方
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については、世帯の状況に応じて計算した部分が減免となります。 

対象者の数ですけれども、承認した数しか調べてないのですが、令和２年度ですと１５

０人、減免の全体の金額ですと２，９４９万１，８００円。令和３年度ですと２４人、金

額ですと４２８万８，４００円。令和２年度の減免額が一番高い人ですと４７万５，７０

０円、令和３年度の減免額が一番高い人は４８万９，２００円。１人当たりの減免額を計

算しますと、大体１９万４，１３９円となっております。以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員１ 分かりました。ありがとうございます。実際に新型コロナの影響を受けた方も

多いということが分かりました。ありがとうございました。 

○会長 それでは、ほかに御質問はいかがでしょうか。 

○委員２ 髙橋でございます。 

関連質問といいますか、御存じでしたら教えていただきたいのですが、私、この会計の

決算事務について拝聴するたびに思うのですけれども、皆さんに膨大な御負担がかかって

いると思うんですね。国保事務についての広域化といいますか、例えば市町村単位で事務

を行うのではなく、共通する特定の事務について県ベースで事務を処理することが検討さ

れているのか、そういうことは千葉県においては全く検討されていないのか、そんな情報

をお持ちでしたらお聞かせいただきたいのですが、何かございますか。 

○会長 事務局の方、お願いします。 

○事務局 回答します。 

現在、千葉県におきましては、まずは保険料の統一というところを目指しております。

目指す形によりまして、今、委員２がおっしゃられたような事務の共通化ですとか平準化

というところのメニューに入っております。こういったものにつきまして、まず千葉県の

ほうでは令和６年度ぐらいまでをめどに、どういった形の統一を千葉県として目指すかと

いうところの話し合いが進んでおる状況です。こちらで事務の平準化等が決まった後に、

おっしゃられたような広域的な事務をまとまって処理する、そういった話の仕組みが出て

くるのではないかと考えております。以上です。 

○委員２ ありがとうございます。私の推測ですけれども、先ほど皆さん大変だなという

ふうに申し上げたのですけれども、国保事務の一定の部分というのは、専門性といいます

か、事業の事務の継承といいますか、そういう部分が大変あるかと思うのですけれども、

当然異動がおありになる皆様方にとってみれば、新しく国保の御担当になられて一から勉
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強されるとか、非常に大変だなというふうには思っておりますので、ぜひそういうのが一

定の部分について事務の広域化がされればよろしいかなというふうに思っております。以

上です。ありがとうございました。 

○委員３ 興味本位で申し訳ないのですが、先ほど委員１に御説明していただいた国民健

康保険災害等臨時特例補助のコロナに対する減免の人数ですね。平成元年が２０名で、２

年は何名なんですか、我孫子市は。 

○事務局 人数で言いますと、令和２年が１５０人。まだ令和３年度中ですので、今回適

用される条件というのは変わらないのですけれども、ただ前回は高い所得が落ちた比較で

の適用だったんです。そのときは高いところから低くですけれども、令和３年度につきま

しては、令和２年度で一旦低くなってしまっている方が同じように低くなっているものと

の比較になっておりますので、適用になられる方が減ってきている。ゼロ所得の方がこの

適用にならないというような新聞での問題提起がされていた記事があったかと思うのです

が、そういった形もありまして、今２４人という状況となっております。 

○委員３ 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 よろしいですか。 

ほかに御質問等はいかがでしょうか。 

○委員１ もう１点だけお伺いしたいと思いますけれども、国保の財政調整基金について

お伺いしたいと思います。決算書で行きますと１ページの繰入金の中の一部ということに

なるかと思うのですけれども、市のホームページなどで見ますと、基金からの繰入金とし

て２億３，２７３万１，０００円、基金を取り崩して国保会計に入れていると思います。

昨年の説明で平成３１年度から基金の取り崩しを行っていると。毎年取り崩して令和３年

度には枯渇する見通しだよという話があったかと思いますけれども、改めてその後の基金

の残高の推移、どういう形で推移しているかと現在の基金の積立額がどのようになってい

るかをお伺いしたいと思います。 

○会長 お願いいたします。 

○事務局 回答いたします。 

まず令和２年度末時点の基金残高につきましては２億３，７３５万円となっております。

また、令和３年９月補正後の予算額になりますが、今のところの今年度中に繰り入れる予

定の顎としましては２億２，００９万７，０００円という想定になっております。現時点

のままで行きますと、令和３年度末時点の基金残高につきましては１，７２５万３，００
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０円になる見通しです。以上です。 

○委員１ かなり金額的にも枯渇というか、ほとんどなくなるような状況かなと思うので

すけれども、今後の不測の事態に備えるため、一定程度の基金の残高を持っていたほうが

いいのかなと思うのですけれども、今後についてはどのように考えているのでしょうか。 

○事務局 基金に積立てをするというのは今非常に厳しい状況にございます。金のほうに

お金を準備するということが、なかなかできない状況でございますので、私どもが考えて

いるものにつきましては、昨年、令和３年度に向けて税率の改定をさせていただきました。

今後も税率の改定を含めながら、一般会計からのその他繰入金もできる限り行わないよう

な形で考えております。というのも、自分の医療費の保険に入っていながら国保加入者分

の保険料まで負担を強いられてしまうというような形になってきますので、こういったも

のはできるだけ行わない方向では考えていますけれども、なかなか厳しい状況ではござい

ますので、いわゆる保険税率の改定プラス一般会計からの繰入れ、赤字補填という形にな

るかと考えますが、そういった方向を今後も検討していかざるを得ないのではないかとい

うようなことで考えております。以上です。 

○委員１ 分かりました。決算とは関係ないですけれども、今年度の税率改定を行っても

まだまだ厳しく、一般会計からのいわゆる制度外の繰入金というのですか、そういうのも

やらなきいけない状況にあるようなお話だったかと思うのですけれども、財政調整基金と

いうのは安定した国保事業を運営していくためには非常に大事なもので、有意義なものだ

と思っておりますので、厳しい財政状況下にあるとは思いますけれども、今後の安定した

国保財政を運営していくためにも、できれば積立てについても考慮しながらやっていって

いただきたいと思っています。ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

ほかに御質問等はいかがでしょうか。―よろしいでしょうか。 

ないようであれば、これで質疑を打ち切りということでもよろしいでしょうか。 

 

２．我孫子市福祉総合計画推進協議会委員の選任について 

 

○会長 それでは次に、議題２「我孫子市福祉総合計画推進協議会委員の選任について」

に移らせていただきたいと思います。事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 国保年金課長の本庄です。よろしくお願いいたします。 
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私から、「我孫子市福祉総合計画推進協議会委員の選任について」、御説明させていただ

きます。着座にて説明させていただきます。 

 資料№２を御覧ください。健康福祉部の社会福祉課から当該協議会委員の推薦について

依頼がありましたので、今回の国保運営協議会において皆様の承認を得た上で推薦させて

いただく方を決めさせていただきたいと考えております。 

我孫子市福祉総合計画推進協議会では、我孫子市の福祉施策を推進する総括的な役割を

担い、健康福祉総合計画の策定・進行管理及び特に重要な案件等について御意見を頂く協

議会としています。１番の推薦の依頼人数は２名以内とされています。社会福祉課に確認

しましたところ、１名でもよいとのことでした。２番目の委嘱期間につきましては、令和

３年１０月１日から令和６年９月３０日の３年間となっておりますが、今回推薦させてい

ただきます委員様におかれましては、国保運営協議会の委嘱期間が令和４年９月３０日ま

でとなっておりますので、任期は委嘱日から令和４年９月３０日までとなります。この協

議会の開催は年２回程度を予定しているとのことです。 

事務局では、選任に当たり、まず立候補していただいた方を推薦させていただきたいと

考えております。また、立候補される方がいらっしゃらない場合は、事務局に一任してい

ただきたいと考えております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○会長 ただいま「我孫子市福祉総合計画推進協議会委員の選任ついて」の御説明が終わ

りました。ただいまの御説明を聞いた上で、立候補される方はいらっしゃいますでしょう

か。挙手をお願いいたします。 

立候補の方がいないようでしたら、事務局に一任するということで御了承いただけます

でしょうか。 

それでは事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、事務局としましては被保険者代表から髙橋裕委員を推薦させていた

だきたいと考えております。 

髙橋さん、よろしいでしょうか。 

○委員２ 私なんかでよろしいのでしょうか。（拍手） 

 では、謹んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
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３．その他 

 

○会長 それでは、最後に「その他」ということで、何か議題として取り上げたいものは

ございますでしょうか。 

 ないようですので、議題につきましてはこれで終わりたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 

三 閉 会 

 

○会長 以上をもちまして、令和３年度第１回我孫子市国民健康保険運営協議会を終了い

たします。御協力ありがとうございました。 

○事務局 会長並びに委員の皆様、長時間にわたり御審議頂き、ありがとうございました。 

 なお、令和３年度第２回我孫子市国民健康保険運営協議会の開催は、現時点では２月中

旬頃の開催を予定しています。２月の開催希望日についてのアンケートを後日送付させて

いただきますので、回答をお願いいたします。 

それでは、今後ともよろしくお願いいたします。本日は大変お疲れさまでした。 

 

午前１０時５８分閉会 


